
検診車による生活習慣病予防健診をご利用ください…２　上手な医療のかかり方…３　
整骨院・接骨院のかかり方…４　定時決定～算定基礎届～…５～６
社会保険事務説明会の開催…７　『施設利用会員証』をご利用ください…８

https://www.nenkin.go.jp https://www.e-gov.go.jp

https://www.kyoukaikenpo.or.jp

http://www.syahokyo-akita.jp

　「じゅんさい」は、成分の90％以上が水分で清らかな水にしか生息できないため、水質汚濁や栽培方法を誤ると、容易に死滅してしま
うとてもデリケートな植物です。またポリフェノールや食物繊維も豊富に含まれ、カロリーも低いことからヘルシー食材としても注目されて
います。５月から８月には摘み取り体験ができます。
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4／社会保険あきた／6年6･7月 社会保険あきた／6年6･7月／5

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

日本年金機構からのお知らせ

被保険者の標準報酬月額の見直しについて

令和６年７月１日（月）～７月１０日（水）までにご提出をお願いします。

算定基礎届提出（7/1～7/10まで）

届出の対象月

▲

＝新しい標準報酬月額
4月・5月・6月の平均月額

令和６年９月～令和７年８月まで
の各月に適用４　

月

５　

月

６　

月

７　

月

８　

月

９　

月

従前の
標準報酬月額

●  算定基礎届の提出の基礎となる月と決定対象月

●  算定基礎届の対象者

●  算定基礎届の提出方法

～算定基礎届～定時決定

『算定基礎届』とは、被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額が大きくズレないよう、事業所がすべ
ての被保険者の報酬月額を届出し、標準報酬月額を決めるためのものです。これを定時決定といいます。
　事業主は、７月１日現在のすべての被保険者の４月・５月・６月に支払った報酬月額を『算定基礎届』により届
け出ていただきます。見直しされた標準報酬月額は、９月から翌年８月までの各月に適用されます。

７月１日現在のすべての被保険者および７０歳以上被用者が定時決定（算定基礎届）の対象です。

以下に該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
・６月１日以降に資格取得した方
・６月３０日以前に退職した方
・７月改定の月額変更届を提出する方
・８月または９月に月額変更届の提出が予定されている旨の申出を行った方

算定基礎届は、「届出用紙」「電子媒体」「電子申請」での提出をお願いします。

提出期間：令和６年７月１日（月）から令和６年７月１０日（水）まで
提出先：日本年金機構仙台広域事務センターまで



4／社会保険あきた／6年6･7月 社会保険あきた／6年6･7月／5

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

日本年金機構からのお知らせ

被保険者の標準報酬月額の見直しについて

令和６年７月１日（月）～７月１０日（水）までにご提出をお願いします。

算定基礎届提出（7/1～7/10まで）

届出の対象月

▲

＝新しい標準報酬月額
4月・5月・6月の平均月額

令和６年９月～令和７年８月まで
の各月に適用４　

月

５　

月

６　

月

７　

月

８　

月

９　

月

従前の
標準報酬月額

●  算定基礎届の提出の基礎となる月と決定対象月

●  算定基礎届の対象者

●  算定基礎届の提出方法

～算定基礎届～定時決定

『算定基礎届』とは、被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額が大きくズレないよう、事業所がすべ
ての被保険者の報酬月額を届出し、標準報酬月額を決めるためのものです。これを定時決定といいます。
　事業主は、７月１日現在のすべての被保険者の４月・５月・６月に支払った報酬月額を『算定基礎届』により届
け出ていただきます。見直しされた標準報酬月額は、９月から翌年８月までの各月に適用されます。

７月１日現在のすべての被保険者および７０歳以上被用者が定時決定（算定基礎届）の対象です。

以下に該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
・６月１日以降に資格取得した方
・６月３０日以前に退職した方
・７月改定の月額変更届を提出する方
・８月または９月に月額変更届の提出が予定されている旨の申出を行った方

算定基礎届は、「届出用紙」「電子媒体」「電子申請」での提出をお願いします。

提出期間：令和６年７月１日（月）から令和６年７月１０日（水）まで
提出先：日本年金機構仙台広域事務センターまで



6／社会保険あきた／6年6･7月 社会保険あきた／6年6･7月／7

秋田県社会保険協会からのお知らせ日本年金機構からのお知らせ

「説明会」参加申込書

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会
【共催】　日本年金機構（県内各年金事務所）・全国健康保険協会秋田支部

年金の基礎知識　―届出が必要な場面、届出の方法について―
健康保険制度の基礎知識　　―健康保険の各種申請について―
手軽な健康ストレッチ　―リフレッシュ体操―
（軽く運動ができる服装でおいでください）

県内の年金事務所または全国健康保険協会秋田支部で厚生年金保険・健康保険の適用を受けて
いる事業所に勤務されている方（健康保険組合に勤務されている方を含む）

無料

年金事務所職員・全国健康保険協会秋田支部職員及び健康運動指導士

【健康保険制度と年金制度の基礎知識と事務手続き】

主 な 内 容

参加対象者

講　　　師

参 加 費 用

参加無料

開　催　日　時 会　　　　　　　場 定　員

　秋田県社会保険協会の会員事業所において社会保険事務を担当されている方を主な対象として、次によ
り「社会保険事務説明会」を開催します。新たに社会保険事務を担当することになった方向けの基礎的な
説明会ですので奮ってご参加ください。
　※定員になり次第締め切らせていただきます。

申込み・
問い合わせ先

〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205 FAX  018-832-3681秋田県社会保険協会

社会保険事務説明会の開催社会保険事務説明会の開催

日程・会場・定員

【例】支払基礎日数に17日未満の月があるとき

電子申請で提出する場合

社会保険の手続きは「電子申請」をご利用ください

電子申請方法

①市販の労務管理ソフトや自社システム
　（電子申請に対応しているもの）

GビズIDまたは電子証明書で電子申請

GビズIDで電子申請

GビズIDをお持ちの方は、届書作成プログラムの
利用により、オンラインで簡単に申請することが
できます。ぜひご利用ください。

※GビズIDとは、デジタル庁が運営している認証システムです。１つのアカウント
（ID・パスワード）で複数の行政手続きが可能となるサービスで無料で利用することができます。

②届書作成プログラム
※届書作成プログラムとは、届書を簡単に作成し、電子申請できる
ソフトウェアです。日本年金機構のホームページから無料でダウン
ロードできます。

利用方法・登録方法等については、日本年金機構のホームページをご確認ください

日本年金機構　電子申請

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

検索 オンライン事業所年金情報サービス

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/online_ jigyousho.html

検索

社会保険の手続きは、
e-Govやマイナポータルを活用し、インターネットで申請・届出できる電子申請をご利用ください。
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8／社会保険あきた／6年6･7月 社会保険あきた／6年6･7月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ
20歳になったときの国民年金の手続きについて

Ｑ 　大学生の子が今年で20歳になります。20歳になると国
民年金に加入しなければならないと聞いたのですが、どの
ような手続きが必要でしょうか?

Ａ　　　　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の
　　　方は、国民年金に加入し、保険料を納めること
が必要です。これは、年金が世代と世代の支え合いと
して加入が義務付けられていることや、学生期間中の
病気やケガによる保障が必要と考えられるためです。
　〇加入手続きは…　20歳になった方には、誕生日の
約２週間後に日本年金機構から「国民年金加入のお知
らせ」を住民票上の住所地にお送りします。加入手続
きの必要はありません。なお同封の「基礎年金番号通
知書」は大切に保管してください。
〇保険料の納付について…　令和６年度の国民年金

保険料は月額16,980円で、納付期限は納付対象月の翌
月末日です。保険料は金融機関のほか、コンビニエン
スストアでの納付、スマートフォンアプリでの納付も
できます。また、口座振替やクレジットカード納付も
可能です。保険料をまとめて前払いすることで割引が
適用されるお得な前納制度もあります。前納は申出月
からとなりますので、希望する場合は、お早めにお申

し出ください。なお、納めた保険料は全額社会保険料
控除の対象となります。
　〇保険料の納付が困難な場合は…　保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります。申請は、
お住まいの市役所もしくは町村役場、または年金事務
所です。学生納付特例期間は年金を受けるために必要
な期間として計算されますが、年金額には反映されま
せん。申出により10年以内であれば保険料をさかの
ぼって納めることができます。
　〇電子申請について…　マイナンバーカードをお持
ちであれば、スマートフォンを使ってマイナポータル
を利用した学生納付特例の電子申請をすることができ
ます。また、マイナポータルとねんきんネットを連携
していただくと、口座振替のお申込みもオンラインで
申請することができますので、ぜひご利用ください。

　なお、詳細は日本年金機構のホームページをご確認
ください。

１．優待利用施設　【船員保険会・３施設】【ホテル法華クラブグループ・１７施設】
　　　　　　　　　【高輪・プリンスホテルグループ・４施設】
　　　　　　　　　【プリンスホテル優待プラン・全国プリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等の施設】
　　　　　　　　　【湯快リゾート株式会社・２８施設】【亀の井ホテルグループ・３０施設】
　　　　　　　　　【ダイワロイネットホテルズ・７６施設】
　　　　　　　　　【クア・アンドホテルグループ・４施設】
　　　　　　　　　【ＨＭＩホテルグループ】
　　　　　　　　　【その他の施設】
　　　　　　　　　（仙台うみの杜水族館）
　　　　　　　　　（横浜・八景島シーパラダイス）
　　　　　　　　　（箱根園水族館）（箱根 芦ノ湖遊覧船）
　　　　　　　　　（箱根 駒ヶ岳ロープウェー）
　　　　　　　　　（マクセルアクアパーク品川）
　　　　　　　　　（上越市立水族博物館 うみがたり）

２．申 込 枚 数　原則として１事業所につき１０枚までです。

３．有 効 期 限　2026年３月３１日まで
　　　　　　　　　（期間内であれば何度でもご利用可能）

４．申 込 方 法　当協会のホームページから「施設利用会員
　　　　　　　　　証交付申請書」をダウンロードしてお申し
　　　　　　　　　込みください。

いいいいいいいいいいくくくくくくく いいいいくをををををををををををを 利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用「「 利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用 くくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだ「「「「「「「「「 設利用 」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををごごごごごごごごごごごごご だだだだだだだだだをを会会会会会会会会会会会会会会会 証 利用く会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 さささささささささささささささ「施設利用会員証」をご利用ください
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可能です。保険料をまとめて前払いすることで割引が
適用されるお得な前納制度もあります。前納は申出月
からとなりますので、希望する場合は、お早めにお申

し出ください。なお、納めた保険料は全額社会保険料
控除の対象となります。
　〇保険料の納付が困難な場合は…　保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります。申請は、
お住まいの市役所もしくは町村役場、または年金事務
所です。学生納付特例期間は年金を受けるために必要
な期間として計算されますが、年金額には反映されま
せん。申出により10年以内であれば保険料をさかの
ぼって納めることができます。
　〇電子申請について…　マイナンバーカードをお持
ちであれば、スマートフォンを使ってマイナポータル
を利用した学生納付特例の電子申請をすることができ
ます。また、マイナポータルとねんきんネットを連携
していただくと、口座振替のお申込みもオンラインで
申請することができますので、ぜひご利用ください。

　なお、詳細は日本年金機構のホームページをご確認
ください。

１．優待利用施設　【船員保険会・３施設】【ホテル法華クラブグループ・１７施設】
　　　　　　　　　【高輪・プリンスホテルグループ・４施設】
　　　　　　　　　【プリンスホテル優待プラン・全国プリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等の施設】
　　　　　　　　　【湯快リゾート株式会社・２８施設】【亀の井ホテルグループ・３０施設】
　　　　　　　　　【ダイワロイネットホテルズ・７６施設】
　　　　　　　　　【クア・アンドホテルグループ・４施設】
　　　　　　　　　【ＨＭＩホテルグループ】
　　　　　　　　　【その他の施設】
　　　　　　　　　（仙台うみの杜水族館）
　　　　　　　　　（横浜・八景島シーパラダイス）
　　　　　　　　　（箱根園水族館）（箱根 芦ノ湖遊覧船）
　　　　　　　　　（箱根 駒ヶ岳ロープウェー）
　　　　　　　　　（マクセルアクアパーク品川）
　　　　　　　　　（上越市立水族博物館 うみがたり）

２．申 込 枚 数　原則として１事業所につき１０枚までです。

３．有 効 期 限　2026年３月３１日まで
　　　　　　　　　（期間内であれば何度でもご利用可能）

４．申 込 方 法　当協会のホームページから「施設利用会員
　　　　　　　　　証交付申請書」をダウンロードしてお申し
　　　　　　　　　込みください。

いいいいいいいいいいくくくくくくく いいいいくをををををををををををを 利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用「「 利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用 くくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだ「「「「「「「「「 設利用 」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををごごごごごごごごごごごごご だだだだだだだだだをを会会会会会会会会会会会会会会会 証 利用く会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 さささささささささささささささ「施設利用会員証」をご利用ください
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第213回「オーラルフレイル」についてご存じですか？
　厚生労働省と日本歯科医師会が平成元年から展開している「8020運動」は80歳で20本以上の歯を保
ち、なんでもかんで食べられることを目指して推進しています。全身の健康状態にかかわる口腔の健康長寿
をサポートすべく「オーラルフレイル」の対策に若いうちから取り組んでいく必要性をお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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口のまわりの”軽微な衰え”がつみかさなると…
オーラルフレイル


